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地域決定型地方税制特例措置に関するもの（わがまち特例一覧） 
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割

合 

適

用
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都

計

割

合 

1 349

条

の

3 

28項 家庭的保育事業の認可を得た場合 H29.4.1 －  1/2   

2 29項 居宅訪問型保育事業の認可を得た場合 H29.4.1 －  1/2   

3 30項 
事業所内保育事業の認可を得た場合

（利用定員5人以下） 
H29.4.1 －  1/2 

 
 

4 
附

則

15

条 

2項一号 2項一号 
工場又は事業場の汚水又は廃液の処理

施設 
H26.7.8 R2.3.31 2 1/2 

 
 

5  2項二号 
大気汚染指定物質の排出又は飛散の抑

制施設 
H26.7.8 R2.3.31  1/2 

 
 

6 2項五号 2項六号 公共下水道使用の除害施設 H24.4.1 R2.3.31 2 3/4   

7 8項 8項 
特定都市河川浸水対策の雨水貯留浸透

施設 
H26.7.8 R3.3.31  3/4 

 
 

8 19項 19項 都市再生緊急整備地域に係る認定事業  H27.6.30 R3.3.31  3/5 5 3/5 

9 ただし分 特定都市再生緊急整備地域分 H27.6.30 R3.3.31  1/2 5 1/2 

10  26項 29項 臨港地区の津波対策の償却資産  H28.6.29 R2.3.31 4 1/2 4  

11 27項一号 30項一号 警戒区域に市が指定した避難施設 H30.4.1 R3.3.31  2/3 5  

12 27項二号 30項二号 
警戒区域に市が管理する協定を締結し

た避難施設 
H27.6.30 R3.3.31  1/2 5  

13 27項三号 30項三号 
同上の施設で建設が予定され又は建設

中のもの 
H27.6.30 R3.3.31  1/2 5  

14 28項一号 31項一号 指定避難用施設に附属する償却資産  H30.4.1 －  2/3 5  

15 28項二号 31項二号 協定避難用施設に附属する償却資産  H27.6.30 －  1/2 5  

16  30項一号イ 33項一号イ 太陽光発電設備（1,000kw未満） H28.6.29 R2.3.31 2 2/3 3  

17 30項一号ロ 33項一号ロ 風力発電設備（20kw以上） H28.6.29 R2.3.31 2 2/3 3  

18  33項一号ハ 水力発電設備（5,000kw以上） H30.4.1 R2.3.31  2/3 3  

19 30項一号ハ 33項一号ニ 地熱発電設備（1,000kw未満） H30.4.1 R2.3.31 2 2/3 3  

20 30項一号ニ 33項一号ホ 
バイオマス発電設備（1万kw以上2万

kw未満） 
H30.4.1 R2.3.31 2 2/3 3  

21  30項二号イ 33項二号イ 特定太陽光発電設備（1,000kw以上） H30.4.1 R2.3.31 2 3/4 3  

22 30項二号ロ 33項二号ロ 特定風力発電設備（20kw未満） H30.4.1 R2.3.31 2 3/4 3  

23 30項二号ハ  水力発電設備（5,000kw以上） R2.4.1 R4.3.31  3/4 3  

24 30項三号イ 33項三号イ 特定水力発電設備（5,000kw未満） H28.6.29 R2.3.31 2 1/2 3  

25 30項三号ロ 33項三号ロ 特定地熱発電設備（1,000kw以上） H28.6.29 R2.3.31 2 1/2 3  

26 30項三号ハ 33項三号ハ 特定バイオマス発電設備（1万kw未満） H28.6.29 R2.3.31 2 1/2 3  

27 
 

34項 38項 
浸水想定区域内の地下街等の避難、浸

水防水設備 
H26.7.8 R2.3.31 3 2/3 5  

28  40項 誘導施設の都市利便施設併設 H28.6.29 R2.3.31  4/5 5 4/5 

29 38項 44項 特定事業所内保育施設 H29.4.1 R3.3.31  1/2 5 1/2 

30 39項 45項 
非営利型の法人が都市緑地法で設置し

た市民緑地等 
H29.9.28 R3.3.31  2/3 3 2/3 

31 41項 47項 
中小企業が認定導入計画に従って取得

した先端設備等 
H30.6.29 R3.3.31  0 3  

32 47項  浸水被害軽減地区内にある土地 R2.4.1 R5.3.31  2/3 3 2/3 

33 
附則15

条の 8 
2項 

サービス付高齢者向け住宅である貸家

住宅 
H27.6.30 R3.3.31  2/3 5  

 


